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○ 中期目標に係る全体的な状況
＊ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
＜診療事業＞

    東濃地域の基幹病院として、近隣の医療機関等との役割分担・連携のもと、地域の限られた医療資源を有効活用し、良質かつ高度な医療を提供できるよう必要な職員の確保、職員のスキルアップ支援、院

内研修の実施、高度医療機器の計画的な整備、診療効率アップ及び患者目線に立ったサービス向上のための施設整備等の取り組みを行った。特に平成 26 年度は、平均在院日数の短縮や医療連携の強化など

により７対１看護体制が実現し、より質の高い医療の提供が可能となった。

地域がん診療連携拠点病院としての責任を果たし、地域から期待されるがん治療の推進に応えることを目的として、緩和ケアセンターや放射線治療センターを開設した。さらに、開業医への訪問活動に中

央放射線部の職員も同行し、患者負担を軽減できる高精度放射線治療システム、ＣＴやＭＲＩなどの利用促進を図った。

患者・住民サービスの向上については、正面玄関ロビーの改修工事などを行い外来患者等の快適性向上を図った。入院患者への給食は、治療効果を高め、より快適な入院生活を送ることができるよう、食

種や、献立・食材の見直しを行った。待ち時間に対しても、中央採血室の稼働時間を15分早めたり、早朝コンシェルジュ業務を８時から配置するなど、積極的な患者案内の取り組みにより、診療や会計待ち

に関するストレスの解消を図った。また、患者に対する満足度・待ち時間調査を民間機関に委託することで、他の同規模病院との比較ができるとともに、患者が何を病院に求めるかが把握できるようになり、

今後取り組むべき課題が明確になった。

地域住民や医療・福祉関係団体の代表者等で構成する病院運営協議会を開催し、地元住民の要望・意見収集にも取り組むとともに、患者相談窓口を充実させた。その内容に基づく患者サポートカンファレ

ンスを定期的に開催して、医療相談、クレーム事例など患者からの意見・要望を把握し、医療安全活動と合わせて、患者の権利の保障について検討した。また、地域医療連携センター、よろず相談・かかり

つけ医紹介センターの設置や、かかりつけ医へ患者の診療予定日をお知らせする仕組み（多治見シャトル）の構築など患者相談体制の充実を図った。

「救命救急医療」、「急性期医療」、「母子周産期医療」、「がん診療拠点」など高度先進医療、急性期医療及び、政策医療である「精神科身体合併症医療」、「感染症医療」といった他の医療機関において実施

が困難で県民が必要とする医療を提供した。

その他、当院の基本理念である「安全で、やさしく、あたたかい医療に努めます」をコンセプトにしたシンボルマークの制定や、東濃地域で初となる緩和ケア内科（入院・外来）の開設、がん患者サロン

や患者図書室の開設などを実施した。

＜調査研究事業＞

   提供する医療の質の向上を図るため、クリニカルインディケーターについて、各診療科の実績データをホームページ上で公表及び経年的に評価を行うようにして、調査研究事業に積極的に取り組んだ。

地域医療機関や地域住民に対しては、病院が保有する保健医療情報を広く公開するため、市民公開講座・緩和ケア市民公開講座の開催及び広報誌「けんびょういん」の発行などを行った。さらに医師、看

護師が講師となり「健康づくり講座」を多治見市内の公民館で開催した。また、地域住民との交流を主たる目的として開催した病院秋まつりでは、血管年齢測定など健康指導を行った。

＜教育研修事業＞

     質の高い医療従事者を養成するため、最新の医療技術や知識を習得できるよう国内外の学会や講習会への参加に必要な費用を負担し支援した。

    研修医を対象とした内科症例検討会、各診療科部長による講義、早朝勉強会を定期的に開催した。特に内科症例検討会では、研修医自らが症例提示を行うなど、より実践的な形式を採用し臨床研修体制の

充実を図った。後期研修医に対し専門診療科だけでなく希望する複数の診療科にて研修を行うなど、研修体制の一層の充実を図った。

医学部生、看護学生等の実習生を積極的に受け入れ、医療従事者の育成に努めた。同時に救急救命士に対する病院実習も積極的に実施し、医療技術の向上を支援した。

＜地域支援事業＞

    地域医療支援病院として、地域の医療機関との連携を強化し、医療機関相互の役割を明確化することにより、それぞれの特色を生かした医療資源の有効活用、及び地域完結型医療の推進を図った。医師会

長をはじめとした医療関係団体の代表者、関係行政機関代表者、学識経験者で構成する地域医療連携推進協議会を開催し、地域医療連携パスの推進や高度医療機器の共同利用、急性期病院と開業医、他の医

療機関との地域における役割等の徹底を図った。その結果、患者紹介率、逆紹介率ともに高い水準を維持することができた。

地域全体の医療水準の向上を目的に、医師、看護師をはじめとした医療従事者を対象とした各種講演会、研修会、勉強会、症例検討会等を開催した。また、次世代の地域医療の担い手育成のため、多治見

看護専門学校、中京学院大学等に医師、認定看護師等を講師として派遣した。在宅療養支援として、地域の在宅支援機関と連携し合同カンファレンスの実施や、在宅緩和ケア講演会などによる地域全体の医

療従事者のスキルアップと連携を推進した。また、多治見陶器まつり実行委員会の要請で多治見陶器まつりに、救護班として職員を派遣した。

   東濃可児地域にある８病院で「東濃・可児地域病病連携推進会議」を開催し、地域のそれぞれの持つ医療資源を繋ぎ、限られた医療資源を有効活用していく方策を講じていく場として今後も進めて行くこ

ととした。

医師不足の地域の医療機関やへき地医療機関への人的支援として、国民健康保険上矢作病院、国民健康保険蛭川診療所、中津川市民病院へ医師を派遣した。
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＜災害等発生時における医療救護＞

    災害拠点病院（平成23年10月に指定）として、地震、火災、津波、テロなどの大規模災害発生時等に病院機能を維持し東濃西部地域での初期救急医療の中心となって活動できるよう、大規模災害を想定

した災害実働訓練の実施、ＤＭＡＴの訓練参加、新型インフルエンザ等発生における診療継続計画の作成及び、診療記録データを多治見市以外の場所にバックアップする体制を構築した。

東日本大震災における支援活動として、ＤＭＡＴを派遣し、被災地での診療行為を行った。また、医師、看護師、薬剤師、事務職員で構成された医療救護班を宮城県へ、精神科医、看護師で構成された心

のケアチームを福島県へそれぞれ派遣し、避難所での診療や精神面のケアを行った。

＊ 業務運営の改善及び効率化に関する事項
効果的な組織体制の確立として経営企画課や医事課診療報酬担当を新設し、経営基盤の強化、診療報酬算定の適確化を図った。また、毎月、理事長が「月間標語」を院内メールで配信し意識共有を図った。

人事面では、法人の事務及び経営の中心となるプロパー職員を、県派遣職員の転籍や民間企業等での実務経験を持つ人材を含め計画的に採用した。また、診療情報管理士等の資格取得のための支援、経営管

理や人事・労務管理等に関する研修会への参加など事務部門の専門性の向上や、職員の業績や能力を職員の給与に反映し、職員の人材育成、人事管理に活用するための人事評価システムの構築を図った。

女性医師の短時間勤務制度の適用や、定年を迎えた管理職職員の非常勤としての再雇用や、法人化に伴い看護師やコメディカルは必要な時期に採用することが可能となったことにより、職員の効果的な配置

することができた。７対１看護体制の実現を契機に、外来と病棟の配置の充実を図り、また、看護体制の強化のため、夜勤専従看護師の配置、育児部分休業、育児短時間勤務、及び復帰に不安を抱えている離

職者のための職場復帰支援プログラムを実施した。

収益面では、ＤＰＣ環境下における病院収益向上を目指し、診療報酬担当を中心にレセプトチェックシステム、ＤＰＣコーディング検証に取り組み、診療報酬請求の的確化と効率的な事務の推進による収益

向上を図った。未収金発生防止のために、未収金のある患者には公費負担制度の活用や支払計画の作成などの取り組みや、弁護士事務所への回収委託、滞納者の自宅を訪問し未収金の回収を図った。

材料費では、各種委員会をとおして節減対策を検討するとともに、病院経営に関するコンサルタント業務の専門業者を活用し、医療機器購入価格や医薬品、診療材料契約単価の価格交渉、検体検査外部委託

の競争入札の導入、ＳＰＤ（物流管理）システムの契約・運用などを行った。また、有効性、安全性に考慮した後発医薬品（ジェネリック医薬品）の積極的な採用を行い、費用の節減を図った。

委託業務などについて仕様書内容の見直しや病院運営に有利となるプロポーザル方式による複数年契約、契約金額の抑制、事務の合理化を図った。

＊ 財務内容の改善に関する事項
収益では、医療連携の強化や、７対１看護体制の実現による診療単価増などにより増収となり、一方、費用では、材料費や経費における価格交渉や契約方法の見直しなどの経費節減の努力をした。こうした

業務運営の改善及び効率化により、経常収支比率は目標である100％以上を平成22年度の独立行政法人化から５年連続で達成した。

＊ その他業務運営に関する重要事項
職員の就労環境の向上については、医師、看護師等が職務に専念でき、負担を軽減できるよう医師事務作業補助者・病棟事務補助者等を採用し、効率的な職員の配置に取り組んだ。また、院内保育では、民

間会社に保育業務を委託し、夜間保育、休日保育、及び病児保育の利便性を向上させた。

必要な看護師数確保のため、看護職員修学資金貸付制度の創設や県内外の就職ガイダンスへ参加するなど積極的に取り組んだ。

   職員の健康管理については、法定検診（定期健康診断、人間ドック）、任意検診（各種抗体検査、予防接種等）などを確実に受診させるよう働きかけ、さらにメンタルヘルス対策にも取り組んだ。

   医療機器・施設整備については、費用対効果、県民の医療需要、医療技術の進展等を総合的に判断し、機器の選定及び購入を行った。施設整備でも、内視鏡室、外来点滴センター、中央採血室の整備などを

行い、患者の利便性向上を図った。また、老朽化した中央診療棟の整備に向けた委員会を設置し、新中央診療棟建設に向けた進め方や手法について検討した。

法人が負担する債務の償還については、岐阜県に対し移行前地方債と長期借入金の債務の償還を確実に行った。
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○ 中期目標に係る項目別の状況

中期目標 3 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

3－1 診療事業  東濃地域の基幹病院として、近隣の医療機関との役割分担･連携のもと、高度･先進医療、急性期医療及び政策医療等の県民が必要とする医療を提供することを求める。

3－1－1 より質の高い医療の提供

法人が有する医師、看護師、コメデ

ィカルや、先進かつ高度な医療機器と

いった人的･物的資源を有効に活用し、

高度で専門的な医療に取組むことで、

県内医療水準の向上に努めること。

特に、医師、看護師、コメディカル

等の優秀な医療スタッフの確保等に努

め、提供する医療水準の維持･向上を図

ること。

また、個々の患者に最適な医療を選

択し、より質の高い医療を提供するた

め、科学的な根拠に基づく医療の推進、

クリニカルパスの導入促進に努めるこ

と。

さらに、医療事故を未然に防ぎ、患

者が安心して治療に専念できる安全･

安心な医療と治療環境を提供できるよ

う、医療安全対策を徹底すること。

＊ 県内医療水準の向上に関する事項

☆ 業務実績等

・ 平成２６年度、平均在院日数の短縮や医療連携の強化などにより７対１看護体制を導入し、より質の高い医療の提供が可能となった。

・ 医療機器整備委員会において各診療科の要望を取りまとめて、費用対効果、需要と医療技術の進歩などを総合的に判断して購入予定機器を選定し、新規購入や更新

を計画的に進めた。

・ 特に、平成２４年度に地域がん診療連携拠点病院としての責任を果たし、地域から期待されるがん治療の推進に応えることを目的として、高精度放射線治療システ

ム（ノバリスＴｘ）を導入した。

・ 長時間勤務の改善等働きやすい環境の整備

① 医師、看護師、医療技術職員及び医師事務作業補助者等の増員

② 夜勤専従看護師の配置、及び短時間就労制の実施

③ 保育業務の委託による夜間保育、休日保育及び病児保育の利便性の向上

・ 高度な医療を提供できる医師・看護師・コメディカルの養成のため各種学会、研修会等に参加する職員に関して、旅費等の経費負担について支援し、専門性の向上

を推進した。

・ 医師確保対策として、名古屋大学をはじめとする関連大学及び岐阜大学の病院実習生を積極的に受け入れた。

・ 医師の職場環境や勤務体制などの意見や要望を聞く場として、院長が医師面談を実施した。

・ 看護学生に対する奨学金制度として、看護職員修学資金貸付制度を創設した。

○ 平成22年度以降に更新･整備した代表的な高度先進医療機器の一覧

導入年度 機 器 名
26年度

稼働件数

Ｈ２２ 電子内視鏡ファイリングシステム 2,180件

Ｈ２２ 調剤支援システム  100,375件

Ｈ２３ 生体情報管理システム 2,700件

Ｈ２３ 超音波診断装置  3,600件

Ｈ２４ 高精度放射線治療システム（ノバリスＴｘ） 3,957件

Ｈ２４ 電子内視鏡システム 1,520件

Ｈ２４ Ｘ線デジタル画像撮影装置   95,124件

Ｈ２５ 磁気共鳴画像診断装置 4,800件

Ｈ２５ 乳腺Ｘ線撮影装置 5,611件

Ｈ２６ Ｘ線デジタル画像撮影装置 7,927件

Ｈ２６ 自動採血管準備装置 1,640件

○ 医師、看護師、コメディカルの職員数
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項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

医師 １１１名 １２９名 １３２名 １３２名 １４０名 １４１名 ＋３０名

看護師 ４３１名 ４８４名 ５２６名 ５６３名 ５６９名 ５８２名 ＋１５１名

コメディカル １００名 １１８名 １２４名 １４０名 １４２名 １５８名 ＋５８名

（注）各年度の職員数は４月１日現在。非常勤職員を含む。

○ 医師の研修派遣数

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

派遣 ３２８名 ３０４名 ３０２名 ３８７名 ４５８名 ＋１３０名

受入 ２６名 ２０名 １６名 ６５名 ４６名 ＋２０名

○ 認定看護師･専門看護師数

項目 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 増減(21→26)

認定看護師数 ８名 １１名 １２名 １２名 １４名 １８名 ＋１０名

専門看護師数 １名 １名 ２名 ２名 ３名 ３名 ＋２名

○ コメディカルの研修派遣数

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

１１１名 １２５名 １６７名 １６３名 １９１名 ＋８０名

＊ 科学的な根拠に基づく医療の推進、クリニカルパスの導入促進に関する事項

☆ 業務実績等

・ 各診療科において診療ガイドラインの充実を進めたことに伴い、ガイドラインに基づいた診療を浸透させた。

・ 診療の実情や使用頻度により整理し、クリニカルパスを検証・整理した。

・ クリニカルインディケーターについて、各診療科の実績データを公表し、経年的に評価を行うようにした。また、一般社団法人日本病院会の「ＱＩプロジェクト」

に参加し、他院との比較ができることを可能とした。

○ クリニカルパス種類数･使用数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

種類数 １２２ １４３ １４５ １５４ １４４ １４１ ＋１９

使用数 3,760件 5,597件 5,702件 5,941件 6,457件 6,522件 ＋2,762件

＊ 医療安全対策に関する事項

☆ 業務実績等

・ インシデント・アクシデントレポートの集積内容を分析検討し、全職員に周知した結果、各部署での医療安全に対する意識が高まり、インシデント報告数が増加し
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た。

・ また、幹部会議等で早期にインシデント、アクシデントについての問題点や解決策などを協議し、対応する体制づくりを行った。

・ 理事長及び多職種での月１回の院内医療安全ラウンドにより、積極的に情報収集を行い、医療安全部のスタッフ及び組織全体が連携して問題解決に取り組む体制を

整えた。

・ 医療安全研修会については、全員参加を目標に年２回開催し、医療安全に対する意識の高揚を図った。

・ 患者サポートカンファレンスを毎週１回開催して、医療相談、クレーム事例など患者からの意見・要望を把握し、医療安全活動と合わせて、患者の権利の保障につ

いて検討した。

・ 月1回のＩＣＴ会議、週1回の抗菌薬適正使用カンファレンスやラウンドを実施し、医師や病棟スタッフに対し教育や指導、アドバイス、情報交換などを行い感染

対策の強化を図った。（※ＩＣＴ：Infection Control Teamの略、感染防止対策チーム）

・ 感染対策マニュアルを全面改定して、アウトブレイクの対応やＭＲＳＡやインフルエンザなど病原体の項目を追加し、より活用しやすいものとし、合わせて職員教

育を行った。

・ 現場からの患者・職員の感染症発症時の早期察知と報告により、ＩＣＴの早期介入と現場の感染対策の強化・実施を図った。

・ 全職員へ向けにリアルタイムな感染管理に関する情報提供と感染対策実施に向けた啓発、及び報告体制の見直しを行った。また、委託含む全職員対象に、感染対策

教育講演会を年２回実施し、感染対策に努めた。

・ 近隣４医療施設・東濃保健所との感染防止対策合同カンファレンスや、東濃保健所と連携し地域医療者を対象とした結核対策の講演会を開催した。

○ インシデント･アクシデント件数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

インシデント 1,456件 1,991件 2,642件 3,169件 3,473件 3,661件 ＋2,205件

アクシデント 9件 19件 21件 17件 22件 20件 ＋11件

総数 1,465件 2,010件 2,663件 3,186件 3,495件 3,681件 ＋2,216件

3－1－2 患者･住民サービスの向上

来院から診察、検査、会計等に至る

全てのサービスの待ち時間の改善、快

適性及びプライバシー確保に配慮した

院内環境の整備、医療情報に関する相

談体制の整備･充実など、病院が提供す

る全てのサービスについて患者の利便

性の向上に努めること。

また、病院運営に関し、患者のみな

らず地域住民の意見を取り入れる仕組

みを作り、患者･住民サービスの向上を

図ること。

＊ 患者の利便性の向上に関する事項

☆ 業務実績等

・ 外来駐車場の増設工事の整備と同時に外来駐車場を有料化したことにより、無断駐車が一掃され、必要な駐車スペースの確保と近隣道路の渋滞を解消した。

・ 早朝コンシェルジュを外来に配置するなどして積極的な患者案内の取り組みを図った。

・ 自動支払機のシステム改修、並びに窓口の混雑状況を見ながら会計窓口機能の拡充やクレジットカード決済を導入し、支払いに要する待ち時間の短縮を図った。

・ 医療連携に基づく検査依頼については、電話予約（ＣＴ、ＭＲＩ）の採用や当日枠の運用など、検査依頼にかかる待ち時間の縮減を図った。

・ 午前の手術開始時間を早めたり、委託業者配置人員の増員などにより手術件数の増加を図った。

・ 正面玄関ロビーを、木材を豊富に使用し、明るさとともに和みのある空間の改修工事を行い、併せて院内サインの色調を統一し、見やすく、分かりやすいものへと

し、患者の利便性向上を図った。

・ セカンドオピニオンについては、院内や病院のホームページに案内掲示し、相談者からの申し出には、医療連携室を窓口として一元的に対応をした。また、がんの

種類別に医師を選任し、相談に応じた。

・ 患者から情報の開示を求められた時には、個人情報保護条例、院内の規程、要綱、指針に基づき、迅速に対応した。

・ 平成２３年度に、ソフト・ハード両面からの患者サービスの改善などに全職員が一丸となって取り組み、(財)日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定更新をし

た。

○ サービスの平均待ち時間の状況

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)
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平均待ち時間 ２４分 ２３分 ２３分 ２４分 ２３分 ▲１分

○ カルテ開示請求件数･開示件数･開示率

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

請求件数 ２５件 ３４件 ６２件 ６５件 ６３件 ＋３８件

開示件数 ２５件 ３４件 ６１件 ６５件 ６３件 ＋３８件

開示率 １００％ １００％ ９８．４％ １００％ １００％

○ 相談件数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減 (※)

医療相談 9,889件 8,567件 7,921件 10,199件 11,186件 11,648件 ＋1,759件

がんサロン相談 － 件 － 件 131件 168件 140件 １４０件 ＋9件

（※）：H26と独法化前若しくは開始年度の増減                              

○ セカンドオピニオン実施件数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減 (※)

外来受入 １３件 ５件 １１件 １２件 １件 ８件 ▲５件

他院紹介 － ４８件 ７４件 ６９件 ５４件 ５５件 ＋７件

（※）：H26と独法化前若しくは開始年度の増減

＊ 患者･住民サービスの向上に関する事項

☆ 業務実績等

・ 平成２４年度に、当院の基本理念である「安全で、やさしく、あたたかい医療に努めます」をコンセプトにしたシンボルマークを制定し、病院利用者及び職員に患

者中心の医療の実践をアピ－ルした。

・ 治療効果を高め、より快適な入院生活を送ることができるよう食種や、献立・食材の見直しをするとともに、栄養不良が疑われる患者に対し、ＮＳＴの早期介入に

より栄養状態の改善強化に努めた。

・ 入院にかかる詳細な説明を行う目的で、入院案内センターを新設し、相談体制の連携強化を図った。

・ 医療連携室、医療相談室、退院調整を一体化した「地域医療連携センター」を設立し、相互の連携を強化することにより、紹介患者の受け入れ、入院の早い段階で

の医療相談、退院後のかかりつけ医への逆紹介、転院調整、在宅医療の支援などを円滑に推進する体制を整えた。

・ がん患者サロンを開設し、がん患者及びその家族に対しての相談を行った。

・ 患者や家族に治療に対する理解を深めてもらうことを目的に、ＮＰＯ法人「医療の質に関する研究会」から図書などの寄付を受け、平成２５年度に患者図書室「ぬ

くた～らいぶらり」を開設した。

・ 地域住民や医療・福祉関係団体の代表者等で構成する「多治見病院運営協議会」を開催し、病院運営に関するニーズの把握や病院運営に対する意見交換を行った。

・ 外来及び入院患者を対象とした患者満足度調査を実施し、調査結果を関係部署に通知し、業務改善の検討等に活用した。

・ 院内ギャラリーを開設し、病院利用者に対する癒しの環境整備を図った。

3－1－3 診療体制の充実

医療需要の質的･量的変化や新たな

＊ 診療体制の充実に関する事項

☆ 業務実績等

・ 医療連携を強化するため、地域医療連携センターを新設、よろず相談・かかりつけ医紹介センターの設置と、かかりつけ医へ患者の診療予定日をお知らせする仕組
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医療課題に適切に対応するため、患者

動向や医療需要の変化に即して診療部

門の充実や見直し、若しくは専門外来

の設置や充実など診療体制の整備･充

実を図ること。

み（多治見シャトル）を構築した。これにより、入院初期段階から医療扶助制度の活用や適切な転院・退院調整を行い、患者が安心して治療ができるよう努めた。

・ 医療連携予約の平日の受付時間を延長するとともに、土曜日の予約受付業務を開始した。

・ 内視鏡センター、中央採血室、点滴治療センターの移転整備により、外来での効率的な診療が可能となった。

・ 各分野間の連携を強化しながら、専門看護師や認定看護師による看護専門外来を開設した。

・ 病院に必要とされる専門性や能力を有した職員を確保するため、社会保険労務士、診療情報管理士、相談業務、病院経営業務の従事経験者の選考採用や、診療情報

管理士資格取得に向けての支援をした。

・ 平成２２年度に東濃地域で初となる緩和ケア内科（入院・外来）の開設、平成２６年度に迅速かつ適切な緩和ケアを提供するための緩和ケアセンターを設置した。

・ 地域から期待されるがん治療の統括を目的とする放射線治療センターを設置した。

・ 平成２５年度に、放射線治療の一層の充実を図るため従来の「放射線科」を「放射線治療科」と「放射線診断科」に分け、放射線治療分野と画像診断分野の診療強

化をした。

○ 診療部門･専門外来

新設
地域医療連携センター、看護専門外来、緩和ケア内科（入院・外来）、緩和ケアセンター、放射線治療センター、

よろず相談・かかりつけ医紹介センター

変更 「放射線科」を「放射線治療科」と「放射線診断科」に分割

3－1－4 近隣の医療機関等との役割

分担及び連携

近隣の医療機関等との役割分担を明

確にするとともに病病連携･病診連携

を一層推進し、地域の実情に応じて東

濃地域の基幹病院としての機能を引き

続き発揮し、県民が求める医療を実施

すること。

さらに、退院後の療養に関する各種

情報を提供することにより、医療から

介護･福祉へと切れ目のないサービス

提供の促進を図ること。

＊ 近隣の医療機関等との役割分担及び連携に関する事項

☆ 業務実績等

・ 高度医療機器の予約状況の分析を行い、電話予約の採用や当日予約枠の運用などさらなる利便性の向上を図り、連携病院の医師が利用しやすい環境づくりを行った。

・ 開放病床の利用に関しても、かかりつけ医の意見を聴取しながら、さらなる利便性の向上を目指した結果、件数が増加した。

・ 近隣の医療機関との役割分担の明確化と連携強化により、地域医療支援病院の要件である紹介率・逆紹介率を達成した。

・ 連携パスコーディネーターを中心に地域医療連携パスの普及や運用の促進を行った。

・ 地域のそれぞれの持つ医療資源を繋ぎ、限られた医療資源を有効活用していく方策を講じていく場として、東濃可児地域にある８病院で、「東濃・可児地域病病連

携推進会議」を行った。

・ 外来待ち合いスペースに設置してある「医療連携登録医情報コーナー」を活用し、登録医の情報を提供するとともに、登録医等への訪問活動を実施した。

○ 紹介率･逆紹介率

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

紹介率 57.2％ 60.2％ 62.7％ 62.6％ 65.3％ 69.3％ ＋12.1P

紹介実件数 12,465件 17,031件 17,215件 16,053件 19,233件 20,836件 ＋8,371件

逆紹介率 76.1％ 79.2％ 83.8％ 82.8％ 80.8％ 86.0％ +9.9P

逆紹介実件数 19,343件 20,241件 20,642件 21,023件 20,698件 19,472件 +129件

○ 地域連携パスの運用状況

連携パス名 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減 (※)

大腿骨頚部骨折 ６３件 ７９件 ７９件 ８０件 １０３件 １１１件 ＋４８件

脳卒中 １０５件 ２５０件 ３２１件 ３０５件 ２８０件 ２６３件 +１５８件

5大がん － － ４件 ５件 ９件 9件 ＋５件

狭心症・心筋梗塞 － － １０件 ９４件 ９８件 １１２件 ＋１０２件
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糖尿病 － － － ５件 ２件 5件 ０件

（※）：H26と独法化前若しくは開始年度の増減

＊ 医療から介護･福祉へのサービス提供の促進に関する事項

☆ 業務実績等

・ 医療相談室会を1週間に1度行うよう定例化したことで退院調整看護師・各相談員が情報を共有し、連携を強化できた。

・ 退院前に医師、看護師、地域のケアマネージャーを交えた合同カンファレンスを開催し、地域との連携を強化するとともに、安全・安楽に在宅療養できるよう支援

を行った。

○ 退院前合同カンファレンスの実施件数

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

１７３件 ２３１件 ３５１件 ４３１件 ３４６件 ＋１７３件

3－1－5 重点的に取組む医療

高度･先進医療、急性期医療及び政策

医療といった他の医療機関においては

実施が困難ではあるが県民が必要とす

る医療を、岐阜県立多治見病院として

重点的に実施すること。

特に、「救命救急医療」、「急性期医

療」、「母子周産期医療」、「がん診療拠

点」など高度で先進的な医療を提供す

るとともに、「精神科医療」、「感染症医

療」など政策医療を提供すること。

＊ 救命救急医療に関する事項

☆ 業務実績等

・ 近隣の医療機関との役割分担の推進、救命救急センターと各診療科の連携により、ほぼ全ての救急車を受け入れ、地域の要望に応えた。

・ 平成２０年９月から運用開始したドクターカーについては、担当スタッフの減少により平成２４年度で定期運行業務を停止したが、緊急要請には対応できる体制を

維持した。

○ 病床利用状況

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

延入院患者数 4,748名 4,859名 4,480名 4,437名 4,657名 4,533名 ▲215名

病床利用率 64.9％ 66.6％ 61.2％ 60.8％ 63.8％ 62.1％ ▲2.8P

○ 救急車受入台数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

救急車受入件数 4,949件 4,581件 4,620件 4,368件 4,443件 4,524件 ▲425件

同 一日平均台数 13.6台 12.5台 12.6台 12.0台 12.2台 12.4台 ▲1.2台

○ ドクターカー稼働実績

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

出動件数 ４２４件 ４７７件 ４２１件 ２５１件 － －

○ 救急外来患者数

診療科 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

内科 5,006名 4,813名 4,810名 4,513名 4,619名 4,561名 ▲445名

神経内科 951名 1,043名 1,075名 929名 990名 982名 31名

小児科 2,377名 2,421名 2,310名 2,251名 2,073名 2,015名 ▲362名

外科 840名 591名 703名 800名 520名 496名 ▲344名
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整形外科 1,662名 1,792名 1,742名 1,663名 1,657名 1,572名 ▲90名

脳神経外科 1,025名 957名 962名 842名 928名 925名 ▲100名

産婦人科 649名 684名 704名 648名 627名 633名 ▲16名

その他 2,303名 2,270名 2,261名 2,311名 2,120名 2,024名 ▲279名

＊ 急性期医療に関する事項（心臓血管疾患医療）

☆ 業務実績等

・ 中西病棟開設と同時に循環器内科、心臓血管外科を中病棟７階に配置し、内科部門と外科部門の緊密な連携が可能となった。

・ 常勤外科医師数が減少する中、大学病院の全面的な支援を受け、必要な診療体制を維持した。

・ 狭心症・心筋梗塞地域連携パスの症例数を増やし、円滑に運用した。

○ 手術件数

【心臓血管手術症例数】

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

虚血性心疾患 １８件 ３４件 ２０件 １２件 ２６件 １８件 ０件

弁膜症 １５件 ３４件 ２９件 ３２件 ２２件 ２６件 ＋１１件

大動脈 １５件 ２１件 １４件 ４件 １４件 １６件 ＋１件

その他 ５件 １７件 ２１件 ２９件 １８件 ３４件 ＋２９件

合 計 ５３件 １０６件 ８４件 ７７件 ８０件 ９４件 ＋４１件

【手術・検査件数】

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

心カテ ６０７件 ９４４件 ８４９件 ９９９件 ９８９件 1,028件 ＋４２１件

ＰＣＩ※ ３０２件 ３７９件 ３７４件 ３８７件 ３９８件 ４１１件 ＋１０９件

※ＰＣＩ：冠動脈形成術

【循環器系】

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

ｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ ２４件 ２５件 ２９件 ４０件 ６３件 ７２件 ＋４８件

ＰＭＩ※ ５１件 ４３件 ６２件 ６６件 ５３件 ６８件 ＋１７件

ＩＣＤ※ ５件 １１件 １１件 ９件 ５件 １６件 ＋１１件

※ＰＭＩ：ペースメーカー埋込  ＩＣＤ：植え込み型除細動器

＊ 母子周産期医療に関する事項

☆ 業務実績等

・ 地域周産期母子医療センターとして、ハイリスク妊娠や分娩に対し、24時間対応できる体制を維持確保した。現在の診療体制を維持、充実させるために継続して医
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師、助産師の確保、増員に努めた結果、新たに職員を採用することができた。

・ また、医師、助産師等のスタッフの待遇改善の一環として、国の補助事業（産科医等確保支援事業）を活用し、分べんに従事した職員に対して支給する特別手当「分

娩手当」を新設した。

○ 採用職員

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

助産師 １名 ０名 ２名 ２名 ＋４名 ＋３名

後期研修医 ０名 ０名 ０名 １名 ０名 ０名

○ 分娩件数等の状況

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

分娩件数 ４６３件 ４３５件 ４６２件 ４５７件 ４６１件 ４９４件 ＋３１件

母体搬送件数 ７１件 ５６件 ６１件 ５８件 ７５件 ６９件 ▲２件

新生児搬送件数 ３９件 ５４件 ７２件 ８３件 １１０件 ７８件 ３９件

＊ がん診療拠点に関する事項

☆ 業務実績等

・ 高精度放射線治療システム（ノバリスＴｘ）の担当する医療スタッフのスキルアップ支援や地域医療従事者等へのＰＲ活動を行い、平成２５年度に本格稼働を行っ

た。

・ 県内統一のがん地域連携クリニカルパスについて、地域医療機関への運用推進を行った。

・ 院内外の講演会や研修会において、がん治療に関するテーマを積極的に取り上げ、情報発信を行った。

・ パスコーディネーターによるパス対象者の抽出し、医師への照会を行いながらパス適用者拡大に取り組んだ。

○ がん患者の状況

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

入院患者数 981名 1,338名 1,274名 1,620名 2,338名 2,413名 ＋1,432名

外来患者数 1,193名 － 1,015名 1,098名 1,183名 1,252名 ＋59名

手術件数 1,135件 1,052件 1,025件 1,064件 1,159件 1,098件 ▲37件

化学療法件数 489件   884件 779件 979件 1,012件 936件 ＋447件

放射線施行回数 72回 3,804回 3,177回 3,535回 3,115回 2,777回 ＋2,705回

     （注）Ｈ２２ 外来患者数は、統計データシステムの集計期限切れのため

○ 高精度放射線治療システム（ノバリスＴｘ）

項目 25年度 26年度

患者数 154名 203名

延べ件数 3,493件 3,957件
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＊ 精神科医療･感染症医療に関する事項

☆ 業務実績等

・ 必要な医師５名を確保し、平成２４年度から精神科病床を再開することができた。

・ 行動制限最小化委員会を毎月開催し、精神科患者の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討を行った。

・ 医療保護入院者の退院促進に向けた取り組みを推進するため、医療保護入院者退院支援委員会を設置した。

・ 結核、感染症病棟については、平成２４年度に呼吸器内科医師５名を確保することで、受け入れ体制を維持した。

・ 院内職員及び院外医療関係機関を対象に感染症対策研修会の実施やＩＴＣ通信の発行など、感染防止の啓蒙を行った。

・ 県が開催した新型インフルエンザ等発生における会議及び緊急連絡網の訓練に参加し、情報共有と連絡体制の確認を行った。

・ 平成２５年度に診療継続計画を作成し、感染委員会を通じて院内の周知を図った。

○ 患者の受入数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減 (※)

精神科医療 － － － 5,400名 7,274名 6,654名 ＋1,254名

結核･感染症医療 1,842名 1,243名 2,35８名 1,933名 2,283名 3,023名 ＋1,181名

（※）：H26と独法化前若しくは開始年度の増減

＊ 緩和ケアに関する事項

☆ 業務実績等

・ 在宅緩和ケア体制構築のため、講演会、研修会、勉強会を定期定期に開催し、地域全体の医療従事者のスキルアップを図るとともに診療所・訪問看護ステーション・

ケアマネジャーなどとの緊密な連携を推進した。

・ 緩和ケアセンターを開設し、緩和ケア外来や緩和ケア病棟などを統括して迅速かつ適切な緩和ケアを提供するため体制を図った。

・ がん在宅緩和ケア地域連携推進事業を活用した在宅支援診療所、訪問看護ステーション等を地図上に表示した在宅緩和ケアマップ、及び県内統一の緩和ケア地域連

携クリニカルパスを作成した。

○ 緩和ケアの患者動向

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

入院患者数 2,332名 3,777名 3,981名 4,077名 3,806名 ＋1,474名

外来患者数 72名 101名 138名 132名 139名 ＋67名

3－2 調査研究事業  岐阜県立多治見病院で提供する医療の質の向上及び県内の医療水準の向上並びに県民の健康意識の醸成を図るための調査及び研究を行うことを求める。

3－2－1 調査及び臨床研究等の推進

高度･先進医療の各分野において、疫

学調査や診断技法･治療法の開発、臨床

応用のための研究を推進すること。

県及び東濃地域の医療の水準の向上

に寄与する観点から、大学等の研究機

関や企業との共同研究などを促進する

＊ 調査及び臨床研究等に関する事項

☆ 業務実績等

・ 治験管理部門を立ち上げ、部門が中心となり、治験募集と担当診療科調整の支援を行うため、医薬品開発業務受託機関から照会のあった案件について、該当医師に

情報提供を行った。

○ 治験件数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

治験実施件数 １件 １件 １件 １件 １件 １件 ０件
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こと。 治験症例件数 １２件 １２件 ０件 ０件 １３件 ２５件 ＋１３件

受託研究件数 １件 １件 １件 １件 １件 ０件 ０件

3－2－2 診療等の情報の活用

電子カルテシステムを中心とする医

療総合情報システムをより有効に活用

し、診療等で得た情報を岐阜県立多治

見病院で提供する医療の質の向上に活

用するとともに、他の医療機関への情

報提供を行うこと。

＊ 診療等の情報の活用に関する事項

☆ 業務実績等

・ 「診療報酬委員会」を設置し、平均在院日数、入院収益、診療単価、手術件数などの分析を行い、機能評価係数を上昇させた。

・ 地域医療連携推進協議会を開催し、紹介・逆紹介、高度医療機器利用、開放型病床利用等の各種データを提供し、急性期病院と開業医、他の医療機関との地域にお

ける役割、医療資源の有効活用について検討を重ねた。

・ ガイドラインに基づいた治療及び各々の症例についてカンファレンスで集積したエビデンスに基づき評価を行い、成績向上に努めた。

・ 学会などが主導する疾患別登録事業、がん登録事業に参加し情報の提供や、がん登録について、国立がんセンター主導の予後調査事業に参加し、市町村からの予後

情報の収集に努めた。

・ 年報やホームページで、診療科の治療実績や、臨床指標(クリニカルインディケータ)を公開し、情報発信を行った。

3－2－3 保健医療情報の提供･発信

県民の健康意識の醸成を図るため、

専門医療情報など病院が有する保健医

療情報を、県民を対象とした公開講座

やホームページなどにより情報発信を

行うこと。

＊ 保健医療情報の情報発信に関する事項

☆ 業務実績等

・ 一般市民向けの公開講座として、市民公開講座と緩和ケア市民公開講座と、医師や看護師が講師となり「健康づくり講座」を多治見市内の公民館で開催した。

・ 平成２２年度から地域住民との交流を主たる目的として行う「病院秋まつり」において無料健康相談など行い、医療に関する相談や保健医療情報の提供を行った。

・ 岐阜県ソーシャルワーカー研修会に参加し、この研修会で得られた情報を患者や家族の医療相談に活用した。

・ 東濃地域緩和ケア研修会を開催し、東濃地域の医療関係者に情報発信をした。

・ 病院広報誌「けんびょういん」を年２回発行や、新聞、地域情報誌の医療特集記事に寄稿などの最新情報を発信した。

・ ホームページ全体のデザインを一新し、閲覧者の見やすさや利便性を向上させるとともに、公開内容の更新を迅速化するため、各部門内にスタッフを配置した。

○ 市民公開講座

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

テーマ 認知症について 救急医療
わかる！放射線治療と

肺がん治療

女性のための健康講座

もっと更年期・乳がんを

知ろう～最近の話題から～

足を守ろう、治そう、

救おう。本当は怖い足

の血行障害

参加者数 １９７名 ８９名 ２３７名 約１６０名 ７０２名

○ 緩和ケア市民公開講座

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

テーマ －
いのちのバトン

タッチ

輝いていきるために～

死とどう向き合うか

今を大切に生きる～理想

の終焉を見つめて～

患者に寄り添う緩和ケ

ア

参加者数 － １２４名 ３５８名 約３００名 ２２３名

3－3 教育研修事業  医療の高度化･多様化に対応できるよう、岐阜県立看護大学及び岐阜県立看護専門学校等の学生並びに救急救命士に対する教育、臨床研修医の受入れなど、地域の医療従事者への教育及び

研修を実施することを求める。

3－3－1 医師の卒後臨床研修等の充

実

＊ 臨床研修医及びレジデントの受入れに関する事項

☆ 業務実績等

・ 初期臨床研修医の意見や要望を臨床研修センターで集約し、毎月の臨床研修管理委員会にて検討を行った。検討した内容を臨床プログラムに反映させることにより、
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研修医等の研修施設として認められ

た病院(臨床研修病院)として、臨床研修

医及びレジデント(専門分野の研修医)

の積極的な受入れを行なうこと。

名古屋大学医学部附属病院、名古屋

市立大学病院や県が設立した他の地方

独立行政法人などの臨床研修病院との

連携や、法人の有する人的･物的資源を

活かした独自の臨床研修プログラムの

開発など、質の高い医療従事者の養成

に努めること。

研修医が求める臨床研修体制の確立に努めた。

・ 研修体制の充実等により、臨床研修医、歯科臨床研修医の確保をすることができた。

・ 後期研修１年目の研修医に対し、専門診療科だけでなく希望する複数の診療科にて研修を行った。

○ 臨床研修医及び後期研修医の受入数

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

臨床研修医(医師) １４名 １３名 １８名 １７名 １７名 １８名 +４名

臨床研修医(歯科医師) ２名 ２名 ２名 ２名 ２名 ２名 ０名

後期研修医(医師) １２名 １１名 １３名 １２名 １５名 １２名 ０名

後期研修医(歯科医師) １名 １名 １名 １名 １名 １名 ０名

＊ 質の高い医療従事者の養成に関する事項

☆ 業務実績等

・ 各診療科で専門領域の疾患の診断と治療はもとより、病院が経費を負担する等の支援を行い、国内外の各種学会、講習会等への参加を奨励した。（１人年２回まで支

援）

・ 院内で外部講師を招へいし、医師等を対象とした講演会を実施した。

・ 卒後臨床研修評価機構による認定施設の取得に向けた取り組みを行った。

・ 研修医に対し、各診療科部長による実践的な講義、内科症例検討会、早朝勉強会を実施した。

3－3－2 看護学生、救急救命士等に

対する教育の実施

県内に就学している看護学生の実習

受入れ、救急救命士の新規養成及び再

教育にともなう病院実習など地域医療

従事者への研修の実施及び充実を図る

こと。

＊ 地域医療従事者への教育に関する事項

☆ 業務実績等

・ 名古屋大学、名古屋市立大学、岐阜大学など関連大学の医学生、看護学生やコメディカル関係の学生について、積極的に実習を受け入れた。

・ 救命救急士の生涯教育実習、就業前実習、気管挿管実習、薬剤投与実習を定期的に実施し、医療技術の向上を図った。

○ 医学生等の実習受入数

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

医学生 １１名 １０名 １０名 ９名 ２２名 +１１名

看護学生 ４２４名 ４５２名 ５２５名 ６０２名 ５６７名 +１４３名

コメディカル ２１名 ５７名 ４８名 ５７名 ６０名 +３９名

救命救急士 ９０名 ７９名 ６４名 ６４名 ６５３名 +５６３名

3－4 地域支援事業  地域の医療機関から信頼され、必要とされる病院となるよう地域への支援を行うことを求める。

3－4－1 地域医療への支援

地域の医療機関との連携･協力体制

の充実を図り、高度先進医療機器の共

同利用の促進、開放病床の利用促進な

ど、地域基幹病院として地域医療の確

保に努めること。

＊ 地域医療の確保に関する事項

☆ 業務実績等

・ 地域医療連携推進協議会を通じ、医療連携の推進、高度医療機器、開放型病床の利用を呼びかけた。

・ 医療連携講演会、症例検討会等を開催し、地域医療の質の向上に努めた。

・ 東濃地域周産期母子医療センターとして、東濃地域の産科医との「お産ネットワーク」を結び、ハイリスクの周産期医療に対し、24時間365日体制で安心して出産

ができる環境の維持に努めた。

・ 在宅療養相談調整をするため、地域の在宅支援機関と連携し、退院前に支援機関を交えた合同カンファレンスを実施した。
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医師不足の地域の医療機関やへき地

医療機関への診療支援など人的支援を

行うこと。

・ 東濃精神科医療連絡協議会を定期的に開催し、精神医療に関する情報交換を積極的に行った。

・ 在宅緩和ケア体制構築のため、講演会、研修会、勉強会を定期的に開催し、地域全体の医療従事者のスキルアップを図るとともに診療所・訪問看護ステーション・

ケアマネジャーなどとの緊密な連携を推進した。

○ 高度先進医療機器の共同利用実績

機器名 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

ＣＴ ４５５件 ５８０件 ６１０件 ５３４件 ５８２件 ７２７件 +２７２件

ＭＲＩ ５２５件 ５５０件 ５４８件 ４７８件 ５３７件 ５６０件 +３５件

ＲＩ １４９件 １５６件 １６９件 １１０件 １２４件 １１３件 ▲３６件

ＰＥＴ ９９件 ９０件 ９２件 ９１件 ７８件 ５４件 ▲４５件

○ 開放病床の利用実績

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

医科 ６件 ０件 ４件 ０件 １４件 ２９件 +２３件

歯科 ４件 ８件 １０件 ９件 ２０件 １２件 +８件

＊ 人的支援に関する事項

☆ 業務実績等

・ 国民健康保険上矢作病院へ医師１名を週１日（当直業務を含む）派遣した。

・ 岐阜県へき地医療支援機構の求めに応じ、国民健康保険蛭川診療所へ医師を派遣した。

・ 中津川市民病院からの依頼に応じ、毎週木曜日に、医師（脳神経外科）を派遣した。

○ 他の医療機関への人的支援状況

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減 (※)

国民健康保険上矢作病院 ９４日 １００日 １１４日 １０６日 １０６日 +１２日

総合病院中津川市民病院 － － － ２４日 ４３日 +１９日

国民健康保険蛭川診療所 ２日 ０日 ４日 ５日 ４日 +２日

（※）：H26と開始年度の増減

3－4－2 社会的な要請への協力

岐阜県立多治見病院が有する人材や

知見を提供し、鑑定、調査、講師派遣

など社会的な要請に積極的な協力を行

うこと。

＊ 社会的な要請への協力に関する事項

☆ 業務実績等

・ 専門分野への講演・技術指導の要請に応じ近隣の病院・施設へ医師や認定看護師等を講師として派遣した。

・ 多治見看護専門学校に医師、看護師、コメディカルを非常勤講師として派遣した。

・ 県内外の大学や教育機関等へ、医師、認定看護師、コメディカルを講師として派遣した。

・ 多治見陶器まつりに、職員を救護班として派遣した。

○ 講師派遣の状況
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項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

医師 １０１名 １２５名 １２４名 １２７名 １３３名 +３２名

歯科医師 ０名 ０名 ０名 ２名 ３名 +３名

看護師 ４８名 ４７名 ６４名 ３５名 ５２名 +４名

コメディカル ３６名 ４９名 １７名 １６名 ２０名 ▲１６名

3－5 災害等発生時における医療救護  災害等発生時において、医療救護活動の拠点機能を担うとともに、医療スタッフの派遣や災害派遣医療チームの派遣など医療救護を行うことを求める。

3－5－1 医療救護活動の拠点機能

災害等発生時には、岐阜県地域防災

計画に基づき、患者の受入れや医療ス

タッフの現地派遣など本県或いは東濃

地域の医療救護活動の拠点機能を担う

こと。

＊ 医療救護活動の拠点機能に関する事項

☆ 業務実績等

・ 平成２３年度に、災害拠点病院（地域災害医療センター）の指定を受けた。

・ 岐阜県災害拠点病院して、大規模災害時にも迅速に対応できるよう救命救急センターを中心に受け入れ態勢をとり、必要な設備、備品等を整備した。

・ 大規模災害発生による緊急時にも医療機能を維持するために災害実働訓練や、院内の消防・防災・避難訓練を実施した。

・ 平成２４年度に多治見市で開催された生物兵器を使ったテロ災害に備える訓練に、消防本部や多治見警察署、保健所とともに参加した。

・ 大規模災害時等においても、通信手段を確保するためインターネット回線の複数回線化や、診療録データが失われないよう、多治見市以外の場所にバックアップす

るシステムなどを構築した。

・ ＧＥＭＩＴＳ（患者カードシステム）に参加するためのハードウェア整備を行った。

・ 新型インフルエンザ等発生における診療継続計画の作成をし、院内の周知を図った。

・ 県が開催した新型インフルエンザ等発生における会議及び緊急連絡網の訓練に参加し、情報共有と連絡体制の確認を行った。

3－5－2 他県等の医療救護への協力

県内のみならず他県等の大規模災害

等においても、災害派遣医療チーム

(DMAT)を派遣するなど、積極的に医

療救護の協力を行うこと。

＊ 医療救護の協力に関する事項

☆ 業務実績等

・ 医療救護活動の拠点機能を充実させるため、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を２チーム体制とし、大規模災害時にも迅速に対応できるようにした。

・ 東日本大震災における支援活動として平成２３年３月１１日から３月１３日にＤＭＡＴを茨城県に派遣し、救護活動を行った。また宮城県から岐阜県にあった依頼

に基づき、平成２３年３月２２日から３月２４日に災害救護班として、被災地での診療行為を行った。

・ 平成２３年度には東日本大震災の被災地を支援するため、医師、看護師、薬剤師、事務職員で構成された医療救護班（計３班）を宮城県へ、精神科医、看護師で構

成された心のケアチームを福島県へ派遣し、避難所での診療や精神面のケアを行った。

・ 大規模災害に対応できるようＤＭＡＴは、、厚生労働省、中部地区、岐阜県などで開催する訓練に参加し、質の向上と維持を図った。

中期目標 4 業務運営の改善及び効率化に関する事項

4－1 効率的な業務運営体制の確立  自律性･機動性･効率性の高い病院運営を行うための業務運営体制を確立するとともに、地方独立行政法人制度の特徴を最大限に活かし、業務運営の改善及び効率化に努め

ることを求める。

4－1－1 簡素で効果的な組織体制の

確立

医療を取り巻く環境の変化に迅速か

つ的確に対応するため、法人の理事長

のリーダーシップが発揮できる簡素で

効果的な組織体制を確立すること。

＊ 簡素で効果的な組織体制の確立に関する事項

☆ 業務実績等

・ 医療環境の変化や住民の医療需要に的確に対応できるよう「経営企画課」を設置し、経営分析や予測、各種広報の展開など、経営基盤の強化を図った。

・ 毎月初日に、理事長が「月間標語」を職員全員に院内メールで配信し、その月の取り組みや方針などの意識統一を図った。

・ 理事長をはじめとした幹部職員が定期的に院内ラウンドを行い、医療現場における問題点や院内環境の現状把握、改善に努めた。

・ 医療総合情報システムのプログラム改修や、医療用文書作成支援システムの構築などを行い、医師などの業務負担軽減を図った。

・ 医事業務委託や駐車場の管理運営業務全般を外部委託など、プロポーザル方式による複数年契約の採用や仕様内容を大幅に見直し、費用の節減、事務の合理化を図
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IT の活用とアウトソーシングを進

めるとともに、経営企画機能を強化し、

経営効率の高い業務執行体制を確立す

ること。

った。

・ 女性医師に短時間勤務制度（週２０時間、３０時間）を適用し、ワークライフバランスを支援し、離職防止を図った。

・ 経営分析、医療連携、診療報酬を担当する各部門へ診療情報管理士を配置し、診療報酬内容を検証するなど診療情報を活かした業務執行体制の充実を図った。

・ 定年を迎えた職員については、希望者を再雇用することとしているが、退職する職員が管理職で、組織にとって極めて有為な人材の場合には、非常勤の管理職員と

して再雇用できるようにした。

・ 病院運営にかかる病院長・幹部職員セミナー等へ、幹部職員を始めとして積極的に参加するとともに、新中央診療棟建設構想推進のための研修も受講した。

・ 職員の経営分析能力の向上を図るため、先進病院の視察やＤＰＣ分析に関する各種研修、講演会、診療報酬請求やコスト管理等にかかる専門研修等のほか、Excel、

Wordの他、職員のスキルアップを図る研修会を実施した。

・ 保育業務は民間会社に委託し、夜間保育、休日保育及び病児保育の利便性を向上させた。

4－1－2 診療体制、人員配置の弾力

的運用

医療需要の変化に迅速に対応し、診

療科の変更や医師･看護師等の配置の

弾力的運用を行うこと。

常勤以外の雇用形態も含めた多様な

専門職の活用による、効果的な医療の

提供に努めること。

＊ 診療体制や人員配置の弾力的運用に関する事項

☆ 業務実績等

・ ７対１看護体制の実現を契機に、外来と病棟の看護師配置の充実を図った。

・ 医師事務作業補助者や病棟事務補助者の配置、病棟ごとに専任の薬剤師を配置し、医師をはじめとした医療従事者の負担が軽減した。

・ リハビリテーション科に専従の医師を配置して土曜診療を開始し、入院患者に対するリハビリ中断期間を短縮でき、治療効果が向上し、平均在院日数の短縮にも繋

がった。

・ 専門看護師が複数の診療科における医療活動に携わることができるなど機動性が発揮できる体制を整えた。

・ 看護体制の強化のため、夜勤専従看護師の配置、短時間就労制の実施、職場復帰支援制度の構築等の取り組みを行った。    

・ 法人化に伴い病院（法人）の判断で必要な時期に必要な職員を採用することが可能となった。そのため、年度途中に正規職員として看護師、コメディカルを採用し、

効果的に配置することができた。

・ 入院案内センターへ職員を配置し、円滑な入院案内とこれによる医療職の負担軽減、患者サービスの向上を図った。同様に診療録管理室への配置により、円滑な院

内がん登録作業の遂行を図った。

○ 医師･看護師事務作業補助者数

項目 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 増減(21→26)

医師クラーク ０名 ７名 １６名 ２４名 ２８名 ４０名 +４０名

看護クラーク ６名 ８名 ９名 １１名 １１名 １１名 +５名

○ 育児部分休業及び育児短時間勤務利用者数

項目 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 増減(23→26)

利用者数 ５名 ８名 １６名 ２１名 +１６名

4－1－3 人事評価システムの構築

職員のモチベーション向上のため、

知識、能力、経験や勤務実績等を反映

させた公平で客観的な人事評価制度の

構築を図り、中期目標の期間の最終年

度までに試行運用を行うこと。

＊ 人事評価制度の構築･試行運用に関する事項

☆ 業務実績等

・ 職員の業績や能力を職員の給与に反映し、職員の人材育成、人事管理に活用するため、医師以外の職員について以下の取り組みを行った。

   ① 勤務評定に期首面談・業務目標管理の仕組みを導入し、試行した。

② 勤務評価の評価要素・基準を見直し、試行した。

③ 人事評価として管理職の業績・能力評価を導入し、試行した。

4－1－4 事務部門の専門性の向上 ＊ 事務部門の専門性に関する事項
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事務部門において、病院特有の事務

に精通した法人の職員を計画的に確保

及び育成することにより、事務部門の

専門性を向上すること。

☆ 業務実績等

・ 病院特有の事務に精通し、法人の事務及び経営の中心となるプロパー職員を、民間企業等での実務経験を持つ人材を含め計画的に採用した。

・ 企業会計や福祉相談分野等に経験のある県派遣職員が転籍(プロパー化)し、事務部門の専門性の向上に努めた。

・ 事務職員とコメディカル部門の職員を対象として、基本的な研修を当院内及び、県立３病院の合同で実施した。

・ 診療情報管理士や精神保健福祉士等の資格取得のための支援を実施した。

・ 医事課に診療報酬担当を新設し、診療報酬算定の適確化と効率化を図った。

・ 各種団体が実施する診療報酬、ＤＰＣに係る専門研修等へ参加し、査定、保険請求等の知識向上に努めた。

・ 経営管理や人事・労務管理等に関する研修会への参加を積極的に進めた。

・ 職員の患者案内業務の質の向上を目的とした研修会を開催した。

○ 事務職員数

項目 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 増減 (※)

プロパー職員 － ８名 ２０名 ２６名 ２８名 ３１名 +３１名

県派遣職員 ３３名 ２３名 １５名 １０名 ８名 ５名 ▲２８名

計 ３３名 ３１名 ３５名 ３６名 ３６名 ３６名 +３名

   注）２１年度の県派遣職員数は、独法化前の県職員数である。     （※）：H26と独法化前若しくは開始年度の増減

4－2 業務運営の見直しや効率化による収支改善  地方独立行政法人制度の特徴を活かした業務内容の見直しや効率化を通じて、収支の改善を図ることを求める。

4－2－1 多様な契約手法の導入

透明性･公平性の確保に十分留意し

つつ、複数年契約や複合契約など多様

な契約手法を導入し、契約事務の集約

化･簡素化･迅速化を図るとともに、費

用の節減に努めること。

＊ 多様な契約手法の導入に関する事項

☆ 業務実績等

・ 病院経営に関するコンサルタント業務の専門業者を活用し、医療機器購入価格や医薬品、診療材料契約単価について精査し価格交渉を実施した。

・ ＳＰＤ（物流管理）システムの契約・運用についても、病院経営に関するコンサルタント業務の専門業者からの適宜適切にアドバイスを受けながら、院内及び業者

協議を実施した。

・ 清掃業務などの委託契約について、契約内容及び契約方法の再検討を行い、全体的な見直しを行った。

・ 医療機器保守委託について、既存の複数年契約についても価格協議を行い、費用の節減に努めた。

・ 検体検査外部委託について、競争入札制度を導入した。

・ 平成２７年度から５年間の主たる取引先金融機関について、プロポーザルを実施し価格面のみでなく病院運営に有利となる提案を比較検討し決定した。

4－2－2 収入の確保

地域社会のニーズに即した病院経営

を行うことにより、病床利用率や医療

機器の稼働率を高め、収入の確保に努

めること。

＊ 収入の確保に関する事項

☆ 業務実績等

・ ＤＰＣデータを活用し、入院収益の向上、効率的な医療の推進に努めた。

・ 診療報酬改定に向けて、中医協総会などから逐次情報を入手し、DPC係数の方向性、制度改定の要点について、毎月の診療報酬委員会において報告・検討を行った。

・ 入院案内センターにおいて、未収金発生防止のために次の取り組みを実施した。

① 個室利用にかかる患者の意思を確認する書類の作成

② 生活困窮者や未収金のある患者について、入院初期の段階から公費負担制度の活用や支払計画の作成

③ 入院時説明において、入院申込書における保証人欄等の確認を徹底

・ 弁護士事務所への回収委託や滞納者の自宅を訪問し、未収金の回収を図った。

・ クレジットカード決済を導入し、支払い手段を充実させた。

・ 在院日数短縮や後発医薬品採用率の上昇などの取り組みによりＤＰＣ機能評価係数の大幅な増加を実現した。

・ 特別食提供率と栄養指導件数の増、術前等の口腔機能管理の実施の取り組みを行い、医療の質の向上と算定件数増加を図った。
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○ 病床利用率等

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減 (※)

入院

病床利用率 68.5％ 77.0％ 77.2％ 79.9％ 79.8％ 75.8％ +7.3P

患者数 169,061名 176,113名 177,161名 182,438名 182,540名 173,459名 +4,398名

一日当平均患者数 463.2名 482.5名 484.0名 499.8名 500.1名 475.2名 +12名

平均在院日数
全体 13.2日 13.0日 13.2日 12.9日 12.6日 11.5日 ▲1.7日

DPC － － 12.9日 12.4日 11.9日 10.9日 ▲2.0日

診療単価
全体 50,740円 54,629円 55,134円 56,928円 58,710円 61,860円 +11,120円

DPC － － 55,469円 58,533円 60,926円 64,417円 +8,948円

外来

患者数 269,124名 278,270名 282,673名 290,149名 297,719名 296,021名 +26,897名

一日当平均患者数 1,112名 1,145名 1,158名 1,184名 1,220名 1,213名 +101名

患者一人当診療単価 11,873円 12,148円 12,689円 13,411円 14,250円 14,829円 +2,956円

                                     （※）：H26と独法化前若しくは開始年度の増減

○ 未収金の発生状況

項目
21年度末 22年度末 23年度末

件数 金額 件数 金額 件数 金額

過年分 873件 52,233千円 891件 54,091千円 682件 39,909千円

現年分 1,087件 67,151千円 1,115件 81,877千円 1,888件 75,823千円

合計 1,960件 119,360千円 2,006件 135,968千円 2,570件 115,732千円

項目
24年度末 25年度末 26年度末

件数 金額 件数 金額 件数 金額

過年分 650件 34,988千円 721件 39,898千円 613件 37,086千円

現年分 2,051件 93,821千円 2,109件 69,312千円 2,393件 78,596千円

合計 2,701件 128,809千円 2,830件 109,210千円 3,006件 115,682千円

4－2－3 費用の削減

薬剤･診療材料の購入方法の見直し

や在庫管理の徹底や後発医薬品(ジェ

ネリック医薬品)の採用などにより費

用の節減に努めること。

＊ 費用の削減に関する事項

☆ 業務実績等

・ 病院経営に関するコンサルタント業務の専門業者を有効活用し、次の取り組みにより節減を図ることができた。

① 薬品について、契約方法について新たな方法を導入して卸業者間の競争を促し、節減を図る。

② 診療材料について、年間契約品や新規採用材料費の節減を図る。

・ 日常業務の改善、在庫管理体制の確立のため、新たなＳＰＤ運用管理により、各現場在庫の縮減を図った。

・ 有効性、安全性に考慮した後発医薬品（ジェネリック医薬品）の積極的な採用を行い、費用の節減を図った。

○ 医業収益に対する材料費比率

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)
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薬品費 16.30％ 14.40％ 14.20％ 14.08％ 15.41％ 14.56％ ▲1.74Ｐ

診療材料費 10.20％ 10.50％ 9.40％ 9.00％ 9.76％ 10.11％ ▲0.09Ｐ

○ ジェネリック医薬品の使用比率

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

品目ベース 9.4％ 10.1％ 13.01％ 29.21％ 23.98％ 84.86％（※） ＋75.46P

金額ベース 8.7％ 10.0％ 9.71％ 10.14％ 8.58％ 8.41％ ▲0.29P

（※）：計算方法の変更による

中期目標 5 財務内容の改善に関する事項

5－1 経常収支比率

業務運営の改善及び効率化を効果的

に進めることで、中期目標の期間の最

終年度までに経常収支比率 100％以上

を達成すること。

＊ 経常収支比率に関する事項

☆ 業務実績等

医業収益の増と経費節減などの努力によって、目標である１００％以上を平成２２年度の独立行政法人化から５年連続で達成した。

○ 経常収支比率

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

99.7％ 103.3％ 102.1％ 105.8％ 104.0％ 101.6％ ＋1.9Ｐ

5－2 職員給与費対医業収益比率

職員給与費対医業収益比率について

は、同規模の全国自治体病院の黒字病

院の当該比率の平均値を参考に、中期

計画にその目標を定め、中期目標の期

間の最終年度までに達成すること。

＊ 職員給与費対医業収益比率に関する事項

☆ 業務実績等

最終年度は５０％以下を達成することができなかったが、その他の年度でほとんど達成し、健全な人件比率を達成することができた。

○ 職員給与費対医業収益比率

中期計画目標 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

50％以下 47.9％ 49.5％ 51.5％ 49.7％ 49.6％ 50.6％ 2.7Ｐ

中期目標 6 その他業務運営に関する重要事項

6－1 職員の就労環境の向上

職員の実情等を考慮した柔軟な勤務

形態の導入、院内保育施設等の整備･

拡充といった育児支援体制の充実な

ど、日常業務の質の向上を図るために

必要な職員の就労環境の整備に努める

＊ 職員の就労環境の整備に関する事項

☆ 業務実績等

・ 平成２６年度、平均在院日数の短縮や医療連携の強化などにより７対１看護体制を導入した。

・ 各診療科の医師の要望に応じ、医師事務作業補助者を増員し、さらに医師から要望の強かった病棟にも配置して医師の過密業務の軽減を図った。（補助体制加算１５：

１）

・ 保育業務を委託し、夜間保育及び休日保育を開始するとともに、病児保育の利便性を向上させた。

・ 看護体制確保の導入のため、各種広報媒体を活用した募集活動を実施、看護職員修学資金貸付制度を創設、育児部分休業制度の活用などを行った。
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こと。

さらに、地方独立行政法人制度の特

徴を十分に活かし、不足している医療

従事者(特に看護師)を必要な人数確保

することによって、病院職員全体の勤

務環境を改善すること。

・ 人事給与関係規程を整備し、夜勤手当の倍増、業務改善や非常勤看護師を対象とした変動労働時間制の採用を実施した。

・ 病院近くの新設アパートを借り上げ、研修医生活のサポートをした。

○ 院内保育施設

項目 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末

入所児童数 ３８名 ４９名 ４３名 ３７名 ３６名 ３７名

対象児童年齢 ４歳未満 ４歳未満 ４歳未満 ４歳未満 ４歳未満 ４歳未満

開所曜日･時間
平日８時から
５時３０分

平日８時から
５時３０分

平日８時から

５時３０分

平日８時から

５時３０分

12月31日から1月3日
を除く全ての日

12月31日から1月3日を
除く全ての日

保育士数 ８名 １０名 １０名 ８名 委託先が必要人数を配置 委託先が必要人数を配置

＊ 病院職員全体の勤務環境に関する事項

☆ 業務実績等

・ 全職員を対象とした健康管理対策及びメンタルヘルス対策の充実に努め、法定健診（定期健康診断、人間ドック）、任意検査等（各種抗体検査、各種予防接種）を実

施した。

○メンタルヘルス対策

・各職場における精神疾患未然防止のため、管理職職員に対してメンタルヘルスケア講演会などを実施した。

○肝炎検査

・肝炎に暴露する可能性のある職場に勤務する職員に対して実施した。

○結核健診

・結核菌に暴露する可能性のある職場に勤務する職員に対し、定期健康診断と併せて年２回の胸部X線撮影を行うとともに年１回の血液検査を行った。

○ 医療事務作業者数

項目 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 増減(21→26)

常勤医師 ９３名 １０５名 ９９名 １０５名 １１２名 １１０名 ＋１７名

常勤歯科医師 ３名 ４名 ４名 ５名 ５名 ５名 ＋２名

常勤看護師 ３７２名 ３９２名 ４２２名 ４３３名 ４３７名 ４４８名 ＋７６名

常勤准看護師 ４名 ４名 ４名 ４名 ４名 ３名 ▲１名

医療クラーク ０名 ７名 １６名 ２４名 ２８名 ４０名 ＋４０名

看護クラーク ６名 ８名 ９名 １１名 １１名 １２名 ＋６名

6－2 県及び他の地方独立行政法人と

の連携

人事交流など、県及び県の設立した

他の地方独立行政法人との連携を推進

すること。

＊ 他法人との連携に関する事項

☆ 業務実績等

・ 県及び３法人間で、人事交流のほかに医療や経営労務等の情報交換を行った。

○ 他法人との人事交流

項目 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(22→26)

出向 看護師 １名 １名 ０名 ０名 ０名 ▲１名
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コメディカル ７名 ３名 １名 ０名 ０名 ▲７名

受入
看護師 ２名 ２名 １名 ０名 ０名 ０名

コメディカル ６名 ３名 １名 １名 １名 ▲５名

6－3 医療機器･施設整備

医療機器･施設整備については、費用

対効果、県民の医療需要、医療技術の

進展など総合的に勘案して計画的に実

施すること。

＊ 医療機器･施設整備に関する事項

☆ 業務実績等

・ 老朽化した中央診療棟について、既存施設も含めた建替えに向けた委員会を設置し、新中央診療棟建設に向けて進め方や手法について検討した。

・ 医療機器整備委員会において各診療科の要望を取りまとめて、費用対効果、需要と医療技術の進歩などを総合的に判断して購入予定機器を選定し、購入を実施した。

・ 地域がん診療連携拠点病院としての責任を果たし、地域から期待されるがん治療の推進に応えることを目的として、高精度放射線治療センターを整備し、高精度放

射線治療システム（ノバリスTｘ）を設置した。

・ 新病棟への機能移転後の空きスペースを活用した既存棟の施設整備（内視鏡室、外来点滴センター、中央採血室など）工事や正面玄関ロビーの改修工事などをし、

患者の利便性向上を図った。

○ 総投資額                                       単位：百万円

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減(21→26)

医療機器等整備 370 355 196 1,098 540 525 ＋155

施設等整備 7,152 1,185 277 212 76 209 ▲6,943

6－4 法人が負担する債務の償還に関

する事項

法人は、岐阜県に対し、地方独立行

政法人法第 66条第 1項に規定する地

方債のうち、法人成立の日までに償還

されていないものに相当する額の債務

を負担すること。また、その債務の処

理を確実に行うこと。

＊ 債務の償還に関する事項

☆ 業務実績等

・ 法人として岐阜県に対し負担する債務の償還を確実に行った。

○ 債務の償還状況                                    単位：百万円

項目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 増減 (※)

移行前地方債償還債務 ６５８ ９３２ ８６１ ４４７ ５１６ ４５５ ▲２０３

長期借入金償還額 － ０ ３４ ３４ １５４ １７１ ＋１７１

                                （※）：H26と独法化前若しくは独法化後の増減


